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ま え が き

　平成18年度は教育界にとって様々な大きな出来事があった年でした。いじめと関連

しての自殺の問題などを始め、その他にも教育に関係する問題が多々起こりました。

また、教育基本法も初めて改正されました。

　さて、いじめ問題と不登校の問題は以前から最大の教育課題としてあげられており

ますが、特に本年は先にも述べましたように、いじめ問題が自殺と結び付いて深刻な

状況を呈しました。また、文部科学省による全国調査のいじめ報告件数といじめ発生

の現実との乖離という問題も取り上げられました。いじめの実態を正確に把握し対応

することとともに、いじめの予防や未然防止についても改めて真剣に考えて取り組ん

でいかなければならないといえます。

　当センターでは、先生方が学級経営や教育相談を行う上で参考になるようにと願っ

て、毎年小冊子「学級・ホームルーム担任のための教育相談」を発行してきました。

その中でいじめについては、平成４年度に「いじめへの対応」として、平成７年度に

「いじめへの対応（２）―いじめ再考―」として取り上げて、その背景や要因、対応、

予防などについてまとめてきました。また、その他にもいじめに関するたくさんのリ

ーフレットを作成して配布したり、夏の特別講座で取り上げたりして、いじめ問題の

解消の一助になればと考えてきました。

　今回は、いじめ問題の深刻化を考え、改めていじめ予防について学級でできること

を中心にこの小冊子をまとめました。先生方がいじめ問題を考える際に、あるいは予

防的な取組を行う上で、参考にしていただけましたら幸甚です。

　　平成19年３月

栃木県総合教育センター所長

五味田　謙　一　　
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〔１〕いじめの理解

１　はじめに

　平成17年から18年にかけて、北海道滝川市の小

６女児自殺事件、福岡県筑前町の中２男子自殺事

件等が起こり、「いじめ」との関係で担任や学校、

教育委員会などが批判の的になりました。また、

その後「いじめがなにもかわらなかったら11月11

日に学校内で自殺する」という自殺予告の手紙が

文部科学大臣宛に届き、公表された後には、同様

の手紙などがかなり多く届いたとされています。

そして、いじめと直接関係があるかどうかは別に

しても、全国各地で連鎖的に10代の青少年の自殺

が相次ぎました。

　いじめ問題は、「葬式ごっこ」などが行われた

昭和6 1年の中野富士見中学校での事件、文部省

（現文部科学省）が全国的な「いじめ調査」を実

施し、スクールカウンセラー派遣事業が開始され

るきっかけにもなった平成６年の愛知県西尾市の

事件以来、現在もまた何度目かの大きな社会問題

となっています。

　愛知県の事件後の平成８年１月には文部大臣か

ら「いじめ問題に関する緊急アピール―かけがえ

のない子どもの命を守るために―」が出されまし

た。その主な内容は次のようなものです。

◎深刻ないじめは、どの学校にも、どのクラス

　にも、どの子どもにも起こりうる。

　教師も保護者も、子どもの姿をよく見つめ、

いじめのシグナルに細心の注意を払ってほし

い。またいじめられた子どもが相談できるよう

にしてほしい。教師は、子どもからいじめの訴

えがあったら「守り通す」ことを示し、毅然と

して対応してほしい。

◎いじめは絶対に許されない。

　いじめをすることは人間として絶対に許され

ない。また、いじめをはやしたり傍観したりす

ることも決して許されない。

　この文部大臣の緊急アピールで訴えられた“い

じめがどこでも、誰にでも起こりうる”という認

識に関しては、その後、平成10年から15年にかけ

ての６年間、日本国内の小学校４年生から中学校

３年生を対象にした国立教育政策研究所等による

いじめに関する追跡調査によって実証されました。

その概略は次のようなことになります。

・６年間の被害経験率も加害経験率もほぼ一定

　である。

・いじめの被害再発率で見ると、特定の児童生

　徒が繰り返し頻度の高いいじめ被害を経験し

　ているというよりは、その時々で様々な児童

　生徒が被害を経験している。

・頻度を問わなければ小学生の７分の６、中学

　生の４分の３は、３年間に１度は被害経験が

　ある。

・６年間で９割以上の児童生徒が１度は被害経

　験または加害経験を持つ。

　このように「いじめは、どの学校にも、どのク

ラスにも、どの子どもにも起こりうる」というア

ピールが実証されたのですが、いじめの報告件数

は長い間各都道府県によって大きな差が見られま

した。そのことは、今回初めて大きく取り上げら

れ、報告件数がきちんと実態を把握したものでは

ないと指摘されました。また、いじめによる自殺

の問題も７年連続「ゼロ」となっていましたが、

疑問が呈され、件数が修正されました。

　このようにいじめが起きている実態と報告とが

あまりにもかけ離れているという現実は、いじめ

問題を見誤らせてしまいます。いじめは見ようと

しなければ見えてきません。いじめは「どこでも、

誰にでも起こりうる」という認識を持ち、子ども

たちの様子を見て、早期発見と対応に努めること

だけではなく、いじめが起こらないような予防的

な取組への努力も極めて大切なものになっている

といえるのではないでしょうか。

２　いじめ問題の認識

（1）いじめの定義

　それでは、いじめはどのように定義されてい

るのでしょうか。

　文部省がいじめ調査をするに当たっての定義

では「①自分より弱い者に対して一方的に②身

体的・心理的な攻撃を継続的に加え③相手が深

刻な苦痛を感じているもの。なお、起こった場
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所は学校の内外を問わないとする」とされてい

ます。

　しかし、現在いじめを苦にした児童生徒の自

殺が相次いでいる問題で、このいじめの定義が

「いじめ隠し」にもつながったと指摘されてい

ることなどから、文部科学省はその定義を拡大

する方向で全面的に見直す案を作成しています。

それは、いじめの定義の３要件（「一方的」「継

続的」「深刻な」）を削除し、「一定の人間関係

のある者から、心理的・物理的な攻撃を受けた

ことにより、精神的な苦痛を感じているもの」と

いうような文言に改めるという方向です。今ま

での全国調査においては、先の三つの要件を全

部満たしたものをいじめとして報告するか、一

つでも当てはまればいじめとして報告するかな

どの違いが見られ、それがいじめの報告件数の

違いにもつながっていたと考えられています。

今回の見直し案では、いじめの「発生件数」を

「認知件数」に改め、児童生徒に対してもアン

ケートなどで聞き取る機会を設けるよう求めて

います。

　また、自殺原因の調査においても、「“主な

理由”を一つだけ選択する」方式から、「自殺

した児童生徒がおかれていた状況を複数選択す

る」方式に変更する予定になっています。いじ

めの態様に関しても、「悪口」や「遊ぶふりを

してたたかれる」、「携帯電話での中傷」なども

追加される予定です。

　このように「いじめ」の定義等を拡大し、被

害者側の児童生徒の立場に立つことを徹底して、

いじめの見逃しを防ぐという考え方に立った方

向に変更される予定になっています。これはす

でに「いじめ対策緊急会議報告（Ｈ７.３）」で

「いじめであるか否かの判断は、あくまでもい

じめられている子どもの認識の問題である」「被

害念慮の強すぎる事例もあるが、基本的にはい

じめの訴えがあったらいじめである」としてい

たものを改めて確認し、進めたともいえます。

（2）いじめの構成要素

　いじめの定義に関しては、先に述べたように

見直しが行われているところですが、「いじめ」

を構成する要素に関しては、森田洋司（2006）

が次のように説明しています。

①　被害性…いじめは「加害性」ではなく「被

害性」によって定義される。いじめの傷や痕

跡は見えにくい心の内面に生じる。

②　力の非対称性とその乱用…力関係の非対称

性は常に存在し、その乱用は常に起こりうる。

いじめも特別な子どもの問題ではなく、人間

が関係を結び集団を作るところに常に存在す

る。いじめは「弱い者」に対する攻撃ではな

く、「劣位に立つ側」に対する攻撃である。

③　反復性・継続性…いじめへの抑止力を欠く

場合、いじめが反復され、継続する性質を持

つことを示すものと解釈すべきである。

④　同一集団内の現象…この要件がいじめに陰

湿さをもたらす要素となる。つまり、被害を

避けることが難しい、集団内に「いじめられ

役割」が固定化されやすい、被害を告発する

ことが難しいといったことになる。　

　国立教育政策研究所等によるいじめに関する

追跡調査でも実証されたように、いじめは「ど

の学校にも、どのクラスにも」起こります。そ

れは同一集団内での力のバランスが関係してい

ます。その力のバランスが変わると、立場が入

れ替わり「どの子どもにも」起こるのです。さ

らに、教師や子どもたちの中に抑止する力が働

かない場合には、いじめは反復され、継続しま

す。

（3）いじめの程度とふざけとの識別

　先に述べたように、いじめは「被害者」の感

情の問題を中心に捉えられています。また、同

一集団の中で起こり、ふざけかどうか分かりに

くく、いじめられていても自尊感情や屈辱感な

どから本人が訴えにくいという事情もありま

す。そういったことから、いじめが発覚した後

になって、学校側といじめ被害者との間で軋轢

が生じることが起こります。

　ふざけ・からかいといじめの違いに関して

は、一般的に次のような違いがあるとされてい

ます。
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ふ

ざ

け 

一過性 相手は変わる 言い返しができる 

お互いに対等の関係 （心理的には）仲間である 

限度がある 行為の強制はない お互いに楽しい 

い

じ

め 

継続する いつも特定の相手 言い返しができな 

い 一方的な関係 （心理的には）排斥の対象 

限度を超える 行為の強制がある いじめる側 

だけ楽しい 

 

しかし、問題は双方の認識の違いにあります。 

「いじめ」という自覚なしに「ふざけ、からか 

い」の意識でいじめを行ってしまうという問題 

です。何よりも被害者の心の痛みを想像するこ 

とが求められているといえるのではないでしょ 

うか。 

 また、いじめの程度（強度）に関しては、 

① 被害念慮ないし被害妄想の段階（レベル１） 

② 周囲に積極的な加害意図や実行が確認・推 

定されないにもかかわらず、結果的に阻害され 

た形で被害感を募らせている場合（レベル２） 

③ 主として心理的な被害を繰り返し受けてい 

ると推定され、加害事実の確認は困難であっ 

ても、被害者側に急性ストレス反応が現れて 

いる場合（レベル３） 

④ 明らかな心理的・物質的被害を繰り返し受 

けており、それが第三者によって確認可能な 

場合（レベル４） 

⑤ 明らかな身体的・経済的被害を繰り返し受 

けており、加害者側の行為が犯罪要件を満た 

す場合（レベル５）（『こころの科学』No70） 

というように大きな違いが見られます。 

しかしながら、いじめが被害者の感情や認識 

に立つものであると定義された時には、単純に 

上記のレベル１とレベル５とを比較して被害者 

の心の傷を推し量ることはできなくなります。 

やはり、「いじめは人間として絶対に許されな 

いものである」という基本的な認識に立って理 

解し、かかわっていく姿勢が大切なものとなっ 

てくるのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2(4)は、都合により削除してあります。 

冊子をご参照ください。 
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〔２〕いじめを起こさないために

　いじめは、早期発見・早期対応が大切ですが、

それ以前にいじめを起こさないための予防的取組

が重要となります。

　それでは、いじめを起こさないために、日常の

教育活動における予防的取組として求められるこ

と、具体的にできることはどのようなことでしょ

うか。

１　いじめの予防的取組

　いじめは、すべての学校で、すべての教職員が

自らの問題として切実に受け止め、徹底して取り

組むべき課題です。

　そこで、いじめの予防として、まずは、教職員

が「いじめはどの学校でも、どの子どもにも起こ

り得る」「いじめは人間として絶対に許されない」

という認識をもつことが最も重要なことです。そ

して、日頃から子どもたち一人一人を大切にする

教師の意識や態度が必要です。教師の言動が子ど

もに大きな影響を与えていることを十分認識した

上で、子どもたち一人一人への人権や個性を尊重

したかかわり方、指導の一貫性や公平さ等につい

て留意したいものです。教師自身が子どもを傷つ

けたり、他の子どもによるいじめを助長したりす

ることは絶対にあってはならないことです。常に

教師は子どものモデルになっているのです。

　その上で、いじめの発生は学校や学級の集団の

雰囲気によっても大きく左右されることから、学

級経営の充実、学校体制の構築や保護者との連携

等が予防的取組として求められます。

（1）学級経営の充実

①　居心地のよい学級づくり

　「いじめは被害者と加害者という二者関係

でなく、学級という集団の問題としてとらえ、

対処することが重要」と指摘されています

（河村）。つまり、いじめを起こさないために

は、学級集団を見つめ直すことが大事である

ということです。

　学校が楽しく、学級が居心地のよいところ

であることが、毎日の子どもの生活において

期待されます。居心地のよい学級とは、温か

い人間関係が育まれていること、安心してい

られることといわれています。

ア　温かい人間関係が育まれていること

　教師と子ども、子ども同士に温かな人間関

係を育むためには、学級の一人一人が認めら

れているということが基本となります。その

ためには、日頃から言葉かけを多くしたり、

一人一人のよさやがんばりを意図的に認め、

ほめたりすることが大切です。その他、班活

動や係・当番活動、委員会活動等において学

級の一員としての役割を担わせ、みんなの役

に立っているという実感を子どもがもてるよ

うに配慮することなども大事なことです。そ

のことにより、一人一人が認められ、ありの

ままの自分が受け入れられているという実感

を得て、ほっとできる温かい人間関係が広が

っていくことになります。

イ　安心していられること　

　いじめが起きることなく心身共に安心して

生活できるためには、学級集団に一定のルー

ルがあり、それが守られていることが大切で

す。また、“みんな違ってみんないい”といわれ

るように、自分との違いを認め、異なった考

えや意見も否定せずに聴いたり、何でも話せ

たりするなどお互いの人権を尊重した学級の

風土を築くことも大切です。

②　分かる授業の創造

　いじめの予防的取組として、子どもの学校

生活の中核となる授業を充実させるというこ

とは重要です。子どもは、教師が「分かりや

すくて、楽しい授業」を行うことを最も強く

期待しているものです。そのためには、「分

かった！」「できた！」という成就感・達成

感が味わえる授業の工夫が求められます。そ

れによって、子どもにとって１日の大半を占

める授業の場面が、楽しく居心地よいものに

なったり、さらに活躍できる機会が増えるこ

とになったりします。

　なお、分かる授業の創造のためには、個々

の発達段階への考慮、授業形態の工夫、学習
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過程の尊重、指示や提示の仕方の工夫、学習

環境の調整など様々な配慮が必要となってき

ます。

③　特別活動や道徳の時間等の諸活動での工夫

　特別活動や道徳の時間、総合的な学習の時

間等の諸活動において、教師が意図的に働き

かけることによって、子どもたち一人一人の

成長やいじめを起こさない集団の育成につな

がっていくものです。例えば、学級活動や道

徳の時間に、友情の尊さや信頼の醸成、生き

ることのすばらしさや喜び等について適切に

指導したりすることは重要なことです。その

他、学級活動時などに“構成的グループエン

カウンター（自他理解とふれあいをねらいに

した集団活動）”や“アサーション・トレーニ

ング（自分も相手も大切にした自己表現）”や

“ソーシャルスキルトレーニング（人間関係

に関する具体的なスキルを身に付ける訓練）”

や“ピアサポート（子ども同士互いに支え合え

るような関係づくり）”を取り入れてみる等、

諸活動において計画的、継続的な教師の働き

かけがいじめの予防的取組として有効です。

④　学校生活全般におけるかかわり

　授業中はもちろんのこと、清掃中や休み時

間等も、子どもをよくみたり、一緒に活動す

るなどかかわりを多くしたりすることが、い

じめの予防的取組として欠かせないことです。

それにより、子どもたち一人一人の様子（現

在の学習状況、友達関係、気持ちや思い、発

達面や健康面等）だけではなく、学級集団の

様子（学級のグループや特徴、リーダー、グ

ループ間の関係、孤立している子ども等）も

把握することができます。

　なお、子どもの実態を把握する方法として、

観察法（いつ・どこで・だれが・何をみる

等）、面接法（定期的な教育相談、意図的な面

談等）、調査法（悩み調査、心理検査等）など

があります。「楽しい学校生活を送るための

アンケートＱーＵ」（河村茂雄著,図書文化社）

という検査がありますが、これは学級におけ

る子どもの実態を客観的にとらえる一つの方

法です。

　いずれにしても、“子どもは日々成長して

いる”ことを念頭におき、様々な視点からよ

くみて、子どもと多くかかわることが大切で

す。このことは、子どもとの人間関係を深め

ることにもつながります。

（2）学校体制の構築

　いじめを許さない学校づくりのために、校長

のリーダーシップのもと、学校体制の構築・確

立が求められます。学校をあげた対応ができる

ようにするために、日頃から様々な組織（学年

部会、児童・生徒指導部会、いじめ不登校対策

委員会、学習指導部会等）のより実践的な在り

方を構築しておきます。実際には、いじめが起

こらないように組織的に校内を巡回したり、い

じめに関する校内研修等を実施したり、教職員

間の報告・連絡・相談等をこまめに行ったり、

開かれた学校として公開授業を行ったりするな

ど、学校体制としての予防的取組の工夫が求め

られます。

　また、地域、近隣の小・中・高等学校や関係

諸機関（相談機関、医療機関等）、教育委員会な

どとの連携を図っておくことも重要なことです。

（3）保護者との連携

　「いじめ問題」の解決のためには家庭も極め

て重要な役割を担うものです。家族の深い愛情

や精神的な支え、信頼に基づく厳しさ、十分な

親子の会話やふれあいの確保の上に、いじめは

絶対に許されないという基本的な考え方を家庭

でも伝えていく必要があります。そのために

は、学校と家庭とが、連絡帳や電話、家庭訪問

等を通して、日頃から相互の情報を共有するな

ど連携を図ることが必要です。そして、子ども

の発達や実態・状況に応じたかかわりができる

ようにしたいものです。

　次に、いじめを起こさないために、年間を通

してできること、日常の生活でできることにつ

いて具体的な取組を紹介します。
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２　年間を通してできること

　いじめを起こさないためには、学級経営を充実

させることが大切です。ここでは、いじめがなく、

子どもたち一人一人が自分のよさを十分に発揮し、

生き生きと活動でき、お互いのよさを認め合える

学級をつくっていくための方策を、特別活動や学

校行事等と関連させながら考えていきたいと思い

ます。また、自他の生命を尊重する心や相手を思

いやる心が育つように、豊かな人間関係づくりを

意図した活動を年間を通して考えていきたいと思

います。

年間を通した計画的取組（中学校の例）

　　４月　新学期

　　　　　　ア　自己紹介

　　　　　　イ　学級委員、係を決める

　　　　　　ウ　学級の目標を決める

　　５月　定期テスト

　　６月　遠足　修学旅行

　　７月　定期テスト

　　９月　２学期の目標を決める

　　　　　運動会

　　10月　学校祭　読書週間　定期テスト

　　11月　職場体験学習　自然学習

　　　　　定期テスト

　　12月　人権週間

　　１月　３学期の目標を決める

　　２月　定期テスト

　　この他にも、家庭訪問や保護者会、職員研

　修などがあります。

コラム１　いじめ問題などに対する喫緊の提案

について～子どもを守り育てるための体制づく

りのための有識者会議～（平成18年12月４日）

より　　　　　　　　　　　　　　　（要約）

　最近の子どもによるいじめ・暴力行為等問題行

動については、大人社会のゆがみを反映している

ことが一因とも考えられます。子どもを守り育て

るためには、何よりもまず、保護者や教員、地域

社会を含めた大人全員が自らを律し、自らの生き

方を見つめ直す必要があります。子どもは大人を

見ながら成長します。その上で、一人でも多くの

大人が子どもたちを注意深く見守っていく体制を

つくっていく必要があります。多くの子どもたち

が悩みを抱えた現状を踏まえ、このような共通認

識の下、次のような提案をいたします。

１　子どもが様々な大人に相談できる場面をつく

　りましょう

　学校内では教員や養護教諭がしっかりと子ど

もたちと接する。その上で「子どもと親の相談

員」やスクールカウンセラーなどが専門家とし

ての役割を果たすことが重要である。学校外に

も子どもたちが安心できる環境をつくる必要が

ある。また、子どもたちがいつでも相談できる

電話相談の体制を整備する必要がある。

２　学校の中に新たな子どもの居場所をつくりま

　しょう

　学校図書館や校長室、校舎・校庭の地域開放、

芝生の管理などを通して、学校の中に地域の様

々な大人たちと接する場面をつくる必要がある。

３　万が一の場合の初期対応では、専門家が学校

　をサポートするようにしましょう

　緊急時には、教育委員会の指導主事などとと

もに精神科医や警察、児童相談所など外部の専

門家がチームを組み、教育委員会が学校を支援

することが必要である。

４　事態を把握・分析するとともに、良い取組を

　共有しましょう

　いじめなどの実態を正確に把握し、分析する。

また、学校や教育委員会の行った良い取組をま

とめ、それらを参考にし、ケースの独自の事情

を勘案しながら取組を進めていくことが必要で

ある。
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（1）学級活動

①　新学期にあたって

　新学期にあたり、学級担任の心構えとして、

まずどのような学級を目指したいのか、また

どのような児童生徒を育てていきたいのかと

いう学級の方針を明確にすることが大切です。

そして、担任する学級で「どういう学級にし

たいか、どんな子どもになってほしいのか」

という担任の思いや願いを、子どもたちにき

ちんと伝えます。その中で特にいじめについ

ては、「いじめは、絶対許さない、認めない」

ということを毅然とした態度で話しておきま

す。

　さらに、その後も子どもたちや学級の実態

を正確にとらえ、どう指導していくか具体的

に考えていきます。そして子どもたちにも、

もっと居心地のよい学級にするにはどうした

らよいか、そのためには何が大切なのかを考

えさせたり、学級で話し合わせたりする場面

を意図的に設定するなどして学級集団の成長

を図っていきます。

ア　自己紹介

　新学期になり、新しいメンバーが学級に集

まった時から人間関係づくりはスタートしま

す。担任としては、校則等の確認、学級組織

づくりなどしなければならないことが多く、

時間がなかなかとれません。しかし、限られ

た時間の中でいかに学級の友達を知り、自分

を知ってもらうかは大切なことです。そのた

めに、お互いが知り合えるための自己紹介を

取り入れます。たとえば、担任が自分につい

ての話をすると、子どもたちも担任に対して

親しみが湧くものです。また、子どもたちに

対して、自己紹介で話す内容や話し方を明示

すると、発表しやすくなります。このような

ちょっとした工夫がクラスの雰囲気を和ませ

ます。その他、自己紹介カード、目標などを

書いた短冊など、子どもが書いたものを掲示

したり、朝の会で自己紹介カードを使って発

表させたりすることも考えられます。さらに、

自己ＰＲの時間を設定したり、自己紹介コー

ナーを設けるなど教室の環境を整備していく

こともできます。また、構成的グループエン

カウンターのエクササイズを取り入れるのも

よいでしょう。たとえば「ネームゲーム」を

行ったりすると、クラスの友達の名前を覚え、

親しくなるきっかけになります。

　このように新学期になり、お互いをよく知

らない時にゲーム活動を取り入れることでク

ラスの雰囲気も少しずつ打ち解けていくもの

です。自己理解、他者理解を目的とした活動

を学級活動や学年集会などで行うのも一つの

方法です。

イ　学級委員、係などを決める時

　学級委員、係などを決める時、まずそれぞ

れの活動内容を子どもたちに理解させること

が必要です。そして、それらの一つを選択さ

せる際、子どものやってみたいという意欲や

できそうだという自信を大切にしながら選択

させ、公平、公正に決めていくことが重要で

す。また、「困った時には担任や友達に相談

したり協力を求めてもいいのだ」というメッ

セージを伝えることは、子どもたちに安心感

を与えることになります。これが、子どもた

ち一人一人に学級の一員であるという自覚を

持たせること、そしてみんなの役に立ってい

るという実感を持たせることにつながってい

きます。特に、学級委員の選出に関しては、

単に人気者である子どもが選ばれたり、自分

の意見が言えず、いじめの対象になりがちな

子どもが選ばれたりすることがあるため、慎

重に行わなければなりません。そこで担任は、

選ぶ側の心構えと責任について話すだけでな

く、選ばれる側の気持ちや事情についても配

慮する必要があります。

ウ　学級の目標を決める時

　学級の目標を決める時には、まず、学級の

一員として、一人一人にどんな学級にしたい

かを考えさせることが大切です。それは、学

級の一員としての自覚をもたせることであり、

学級で決めた目標であることを認識させ、一

人一人がその目標に向かって努力し、協力し
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てよい学級をつくっていこうと意識させるた

めです。また、子どもたち一人一人の思いや

考えを用紙に書かせ、それをもとにグループ

で話し合わせ、そこで出された意見をもとに

全体でさらに深く話し合って決めていきます。

それは、発言権のある子どもの意見に同調す

ることがないようするためです。つまり、一

人一人の意見を大切にしながら、よりよいも

のを作り上げていこうという意識をもたせる

のです。

②　進級に向けて

　進級に対する自覚を子どもたちにもたせる

と共に新たな気持ちで取り組もうという意欲

をもたせることは大切なことです。まず、学

級の一員として、あるいは個人として、係や

委員会、学校行事、学習、部活動等にどう取

り組んだのかを振り返らせ、それを今後、学

校や学級のどの場面で生かしていくかを考え

させます。そして最後に、学級の一人一人に

メッセージを書いたり、学級文集を作成した

りすることで、さらに学級内の人間関係が深

まります。

　また進級にあたり、子どもについての情報

交換を行うことは、いじめに限らず様々な問

題行動に対して早期発見、早期対応をする上

で大切なことです。その際に、単に子どもの

様子だけでなく、これまでの対応についての

情報もあると、学校、担任、児童・生徒指導

主事などにとっては指導の方針が立てやすく

なります。特に中学校の学級編成においては、

小学校の申し送りも参考にしながら交友関係

について十分配慮することが必要です。

③　年間を通して心がけたいこと

　年間を通して、いじめを起こさない学級づ

くりをすることが大切です。それは、子ども

たち一人一人が安心できる学級、すなわち心

の安定が図れる居心地のよい学級にすること

です。その方策として、まず自己肯定感を子

どもたちにもたせることです。自己肯定感と

は「ありのままの自分を受容し、肯定的に理

解できる感情」です。自己肯定感をもつこと

で、自分が信じられるようになり、それが生

きる意欲や自信へとつながっていくのです。

そこで、教科学習や特別活動を通して子ども

たちが自分の力でできたという成就感や達成

感を味わわせるような場をつくること、また

子どもたちが自分のよいところ、成長したと

ころ、努力しなければならないところなどが

感じられる自己評価の場をつくることが必要

となります。その中で、ありのままの自分を

知り、それを受け入れることで、自己理解を

深めていくのです。

　子どもたちが楽しい学校生活を送るために

最も大切なことは、教師と子ども、そして子

ども同士の間に良い人間関係が築かれている

ということです。それは、お互いを信頼し、

尊重する関係であり、お互いが学び合い、認

め合い、励まし合えるような人間関係をつく

っていくことです。友達とかかわる中で友達

のよさをを見つけ、それぞれの持つ個性につ

いての理解を深め、お互いに伸ばしていこう

とする雰囲気を作ることは大切なことです。

たとえば「よいところさがし」を通して、お

互いのよさを認め合うこともできます。また、

日頃の授業や子どもとのかかわりの中で、教

師自らがモデルを示し、子どもたちに人権意

識を身に付けさせていくことも大切です。つ

まり、教師自身が人権についての鋭い感覚を

もち、子どもたちとも丁寧に接し続けること

によって、子どもたちの姿が変化し、それが

よりよい学級集団へとつながっていきます。

（2）学校行事

　学校には、始業式、終業式、卒業式、運動会、

学校祭、学習発表会、修学旅行、宿泊学習、職

場体験学習など様々な学校行事があります。そ

れらの体験的活動を通して学級、学年、学校な

ど集団への所属感や連帯感を味わわせ、集団の

凝集性を高めていくわけです。それは、子ども

が持ち味やよさを十分に発揮できる場でもあり、

学級内でお互いのよさを理解し、認め合うこと

ができる絶好のチャンスともいえます。そこで、

子どもの得意なことがうまく生かせるような活
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躍場面を考慮すると共に、お互いが助け合い、

励まし合える温かい人間関係をつくりながら学

級の団結を図っていくわけです。そのためには、

学校行事における事前、事後指導は欠かせませ

ん。特に事前指導において、役割分担を決めた

り、グループ編成をする際に、担任が子どもた

ちの様子に注意を払って介入することはいじめ

の早期発見につながります。またルールを守る

こと、お互い助け合って行動することなどを含

めた内容を意図的に学活や道徳などに盛り込ん

でいくことも、いじめを予防するために有効で

す。ここでは、いくつかの学校行事について取

り上げてみます。

①　遠足、自然学習、修学旅行

　遠足、自然学習、修学旅行などの宿泊学習

における班編成には、細心の注意を払うこと

が必要です。学級の中で孤立している子ども

やいじめを受けている子どもがはっきりして

しまうこともあり、それらの子どもにとって

は傷つき、苦痛の時間となるため、すべてを

子どもたちに任せるのではなく、担任が介入

する必要があるのです。まず担任は、行事の

目的を子どもたちにしっかり伝え、共に活動

し、生活することへの楽しさや充実感を味わ

うにはどうしたらよいかを子どもに考えさせ

ることが大切です。そして生活班、行動班、

バス、新幹線の座席などを決める際は、班や

グループを１つに固定しないこともいじめを

予防するための方法といえます。常に仲の良

い人だけで行動するのではなく、できるだけ、

多くの人とかかわれるように、意図的に介入

していくことも大切です。また、班で係やコ

ースを決めるときも、一人一人の意見を聞い

てから話し合うなど、話し合いのルールにつ

いても担任が子どもに伝え、班を回って、適

宜、助言、指導することです。そして事後も

反省を行い、今後の生活に生かそうという意

欲をもたせることも必要です。

②　運動会

　運動会においても、配慮を要する子どもが

失敗しないように、また失敗した場合にもそ

の子どもが責められないようにすることが必

要です。特に種目を選定する際に留意するこ

とは、種目内容が簡単であること、ルールが

分かりやすいこと、判定がしやすいことなど

です。

　また、種目の特質によりグループ編成を考

慮し、すべての子どもが活躍できる状況を作

ることも必要です。そして、練習中の子ども

の様子を常に観察すると共に、子どもと共に

活動し、子どもたちを励ましながら支えてい

くことが大切です。その中で、子ども同士が

お互いに教え合ったり声をかけ合ったりする

ような雰囲気が生まれてくるのです。

③　学校祭・学習発表会

　学校祭や学習発表会は、日頃の活動の成果

を発表する場です。全生徒に役割をもたせ、

活動させることが大切です。ここでは、本人

の得意な分野を生かすということを最優先さ

せます。委員会、クラブ、総合的な学習の発

表などでは、異年齢集団での活動を通して上

級生と下級生が助け合って活動させるのも一

つの方法です。また合唱コンクールでは、学

級で指揮者、伴奏者、各パートリーダーなど

と活躍の場面を与えることができます。そし

て学校祭での学級展示や学級対抗の合唱コン

クールなどは、学級の目標に向かって全員が

協力する機会でもあります。学級の一員とし

ての自覚を持ち、一生懸命に取り組むことで、

最後に達成感、成就感を味わうことのできる

行事であるといえます。

④　読書週間

　読書週間は、実際に体験できないことを本

を通して体験し、豊かな心を育んでいくこと

を目的としています。各学級で「私のすすめ

る本」を掲示し、それを朝の会や帰りの会な

どで紹介することで相互理解が図れると共に

友人と話すきっかけともなります。

⑤　職場体験学習

　中学２年生で実施される職場体験学習（マ

イチャレンジ）は、働くことの意義を理解し、

生きることの尊さを実感させることができる
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具体的実践の場であるといえます。それは、

新たな自分を発見したり、今後の生き方につ

いて考える機会ともなるのです。自分が役に

立つ存在であることを知り、自己の新たな可

能性を見い出すことで、さらに自己理解を深

めることになります。そして、それが生きる

喜びや意欲へとつながっていくのです。

　また、働いている人との触れ合いや交流を

通して、異世代間のコミュニケーション能力

を高めると共に社会人としての基本的なマナ

ーや言葉遣いなどを身につけていきます。つ

まり、人とのかかわりの中で、自他を尊重す

ることの大切さを学んでいくのです。

　職場体験学習後、職場体験学習新聞を作成

したり、報告会や発表会を行うなど成果を発

表する場を設けることは重要なことです。そ

れは、この体験が一過性のものではなく、今

後に生かし、さらによりよい生き方を目指し

ていくという目的があるからです。また、そ

れを生徒だけでなく、保護者、事業所、地域

の人々など多くの人に伝えていくことは、子

どもたちを理解し、支援してもらう絶好の機

会ともなるのです。さらに、教師とだけでな

く親子が会話するきっかけにもなります。子

どもを温かく見守り、励ましながら、これま

でには見られなかった子どもの姿やその変化

を褒めていくことが、生きることへの自信へ

とつながっていくのです。

（3）学校全体での取組

①　校内体制の確立

　校長のリーダーシップの下に、それぞれの

教職員の役割分担を明確にし、指導の共通理

解を図ります。それを踏まえ、全教職員が一

致協力していじめの指導に取り組めるような

実効性のある体制を確立する必要があります。

②　年間計画への位置づけ

　いじめの指導は年間計画にしっかりと位置

づけることが重要です。例えば、「いじめに

ついてのアンケート」を年に数回実施し、そ

の後教育相談等を行うことで、早期発見・早

期対応につなげることが考えられます。また

人権週間では各教科、道徳、特別活動におい

ていじめに関する題材を扱い、重点的に指導

するようにします。標語を掲示したり、昼休

みの放送で、いじめに関する作文を読んだり

するのもよいでしょう。

③　地域との連携

　「いじめは、絶対に許さない」という学校

の姿勢を、家庭や地域に示し、協力を求めて

いくことが大切です。そのためには、人権教

育への取組を学校だよりや地域の集まりなど

で積極的にアピールしていくことが必要です。

また、広報に、楽しく分かりやすい授業や、

互いの良さを認め合う学級集団づくりへの全

校的な取組、子どもたちが主体的に活動して

いる様子などを紹介し、それを地域に公開す

ることで、学校に関心を抱いてもらうことが

地域との連携の第一歩となります。

（4）保護者との連携

①　家庭訪問

　家庭訪問は、家庭の雰囲気、家庭内での本

人の位置づけ、物理的な環境、保護者の子ど

もに対するかかわり、教育観、学校に対する

考え、要望などを知ると同時に、家庭と連携

を図りながら、子どもの成長を願って共に協

力していくことを確認する大切な場です。そ

して、学校でも家庭でも日頃からできるだけ

子どもと会話をするようにし、子どもの話に

耳を傾けること、そして子どもが話しやすい

雰囲気を作っていくことについて、共通理解

を図っておきます。

　いじめを起こさない土壌づくりや、万が一

いじめが起きてしまったときの早期対応のた

めにはこの時点からの保護者との信頼関係が

鍵を握ると考えられます。

②　保護者会

　ＰＴＡ総会においては、「いじめは絶対に許

さない。いじめられたという訴えは誠実に受

け止め、いじめられている子どもを守る指導

に徹する」ということを明示します。そして、

どんな些細なことでも心配なことがあれば学

校に相談してほしいということを伝えます。
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　また、保護者対象の講演会のテーマにいじ

めに関することを取り上げていくのもよいで

しょう。今、子どもたちに何が起こっている

のか、いじめが感じられた時、保護者や学校

はどう対応すればよいのかなどを共に考える

貴重な場となります。

　学年や学級の懇談会では、担任から学年の

方針や学級経営方針、子どもたちの様子を一

方的に伝えるだけでなく、保護者にも話して

もらえるように工夫することが大切です。例

えば自己紹介の際に「○○の母です」「○○

の父です」だけではなく、自分の子どものよ

いところを一言ずつ紹介してもらうと、自分

の子どもに対する見方が変わるだけでなく、

お互いによさを認め合う和やかな雰囲気が生

まれ、その後の話し合いも円滑に進みます。

お互いに率直に話せることで温かいつながり

ができ、みんなで子どもを見守っていこうと

いう連帯感にもつながります。

③　学年だより・学級だより

　学年だよりや学級だよりの中で、いじめに

ついて、コラム形式で取り上げてみるのもよ

いでしょう。例えば「いじめのサインをキャ

ッチしたら」「いじめを防ぐには」などのテ

ーマで年間を通して特集を組んでいくと、保

護者の意識を高めることができます。その中

で、日頃から家庭内で「どんな時でも味方だ

からね」「人に救いを求めることも大切だよ」

と子どもに伝えていくことや、本人が話し始

めた時には性急に話を聞き出そうとせず、じ

っくりと静かに子どもの話に耳を傾けること

の大切さを伝えていきます。

　また、学校生活の中での個々のがんばりを

具体的に取り上げ、いろいろな人から認めて

もらえるようにすると、子どもの自尊感情が

高まり、自信をもたせることができます。こ

うしたことを積み重ねていくことで、他人を

思いやるやさしい気持

ちや豊かな心、いじめ

を許さない強い意思な

どが育っていきます。

コラム２　栃木県のいじめの現状

　「平成17年度児童生徒の問題行動等生徒指導

上の諸問題に関する調査（文科省）」によると、

本県のいじめ発生件数は平成16年度と比較し、

約1／3に減少しています。（ただし、平成18年度

上半期の調査によると、再び増加傾向を示して

います。）

　平成17年度の調査によれば、校種別に見ると、

とりわけ小学校において、いじめが激減してい

ます。これは、いじめが社会問題となり、教師、

児童生徒自身、保護者の意識がかなり高まり、

早めの介入によりいじめに至らないで済むケー

スが増えているからではないかと考えられます。

学年別では中学校１年生が最も減少しています。

これは小学校では、中学校へ向けた段差を乗り

越えられるような対人関係能力や耐性を身につ

けさせるための取組や教科担任制の部分的導入

を行い、また、中学校では、小中間の情報連携

に基づく個に応じた指導の充実を図る、といっ

た中１ギャップ解消へ向けた取組の成果と考え

られます。

　一方、高等学校においては、あまり変化があ

りませんでした。発達段階からいえば、教師と

の距離感は当然小中学校とは変ってくるもので

すが、今の高校生は人間関係形成の面からもか

つての高校生とは違う、という認識をもつこと

が必要です。したがって、高校の教師は、生徒

とともに過ごす時間を意図的に増やし、一人一

人の状況を的確に把握しようと努めることが大

切になってきます。さらに、担任だけでなく、教

科担任、部活動の顧問、養護教諭など、複数の

目で生徒を見て、学校全体で組織的に生徒を援

助していく、という体制づくりが重要です。

　今現在、いじめで苦しんでいる子どもにとっ

ては、いじめの減少は何の意味も持ちません。

いじめは一件も許さないという強い意思のもと、

今後も早期発見、早期対応を最重要目標として

保護者との連携を密に図りながら全県的にいじ

め問題に取り組んでいく必要があります。
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清掃時 ＊さぼることが多くなる
＊人の嫌がることを一人でする

放課後 ○衣服が汚れている
○顔にすり傷や鼻血の跡がある
○急いで一人で帰宅する
＊他の子の荷物を持っている
○用もないのに残っている日がある
○部活動に参加しなくなる

その他の ○活気がなくおどおどした感じ
動作や表情 ○寂しそうな暗い表情をする

○手いたずらが多くなる
○独り言を言う
○視線を合わせない
○教師と話す時に不安な表情をする
○委員等をやめたいと申し出る
＊言葉遣いが荒れた感じになる

持ち物や服 ○教科書にいたずら書きをされる
装 ○持ち物、靴、傘などを隠される

○刃物など危険な物を持ち歩く
＊高価な物を学校に持ってくる
＊異装、異髪をしてくる

その他 ○日記、作文、絵画などに気にかかる表
　現や描写が表れる
○教科書、教室の壁、掲示物などに落書
　きがある
○教材費などの提出が遅れる
○飼育動物や昆虫などに残虐行為をする
＊校則違反、万引きなどの問題行動を行う

　＊は無理にやらされている可能性のあるもの
　　　　　　　（1995　嶋�政男による　一部改変）

３　日常の生活でできること

（1）いじめ発見のポイント

　いじめが分かって、その状況を聞いてみると、

「そういえば、そのようなことがあった」とい

うことが案外多いものです。意識して見直して

みると、いじめに気づくきっかけが、いくつも

あったのにもかかわらず、重要視していなかっ

たり、様子を見てからと思ったりしているうち

に、いじめがエスカレートしていることに気づ

きます。

　ここでは、日常の生活の中で、こういう様子

が見られたら、いじめの発見につながるかもし

れないというポイントを示します。

いじめ発見のポイント

朝の会 ○欠席、遅刻が増える
○ぎりぎりの登校が目立つ
○表情がさえず、うつむきかげん
○健康観察で体調不良を訴える

授業の ○忘れ物が多くなる
　　開始時 ○涙を流した気配が感じられる

○用具、机、椅子が散乱している
○周囲がなんとなくざわついている
○一人だけ遅れて教室に入る
○席を替えられている

授業中 ＊不真面目な態度で授業を受ける
＊ふざけた質問をする
○頭痛、腹痛などを頻繁に訴える
○筆圧が弱くなる
○正しい答えを冷やかされる
○ひどいあだ名で呼ばれる
○グループ分けで孤立しがち

休み時間 ＊大声で歌を歌う
＊仲良しでない者とトイレに行く
○わけもなく階段等を歩く
○遊びの中で孤立しがちになる
○一人でいることが多い
○用もないのに保健室や職員室に行く
○プロレスの技をかけられることが多い
○集中してボールを当てられる

給食時 ○給食にいたずらされる
○グループからはずれている
○好きな物を友だちに譲る
○嫌われるメニューの時に盛りが多い

清掃時 ○目の前にゴミを捨てられる
○最後まで一人でする

（2）授業に関連することの中で

①　授業中におけるかかわり

　学校生活のうちの大部分は授業時間です。

いじめが行われているのは、休み時間や放課

後が多いとはいわれますが、その兆しを授業

の中で感じることも少なくありません。逆に

考えると、授業中の対応によっては、いじめ

を未然に防げる可能性もあるわけです。

　授業中にある子が発言すると、冷やかされ

たり、あげあしをとられたり、中には無視さ

れたりすることがあります。この微妙な空気

を教師が察知し、その場で指導をし、絶対許

さない姿勢を示すことが大切です。

場面等
観 察 の 視 点

（特に変化のあった時に注目）
場面等

観 察 の 視 点
（特に変化のあった時に注目）
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　また、ふざけた質問をしたり、不真面目な

態度で授業を受けるようになる子どももいま

す。今までの態度や交友関係が変化している

場合は、その行動は無理にやらされているの

かもしれないという視点で考え、個別に話を

聴くことも必要です。

　また、何度指導しても繰り返し忘れ物をし

たり、友人とトラブルを起こしたりしてしま

うので、教師も我慢しきれなくなり、つい

「また忘れたの、困った子だ」ということを

言ってしまうことがあります。すると、あだ

名が付いたり、子ども同士でもあいつには言

ってもかまわないと勘違いされたりして、い

じめに発展してしまうのです。その他にも、

指名の順番をとばしたり、間違った答えを発

表した時に、不用意な一言を返したりすると、

教師の発言がいじめのきっかけになってしま

うこともあります。

　つまり、まず教師自身が人権感覚を磨いて

いくことが必要であり、自分の言動が子ども

たちのモデルになっていることを十分に自覚

することが大切なのです。

②　休み時間におけるかかわり

　いじめは、教職員の目の届かない休み時間

に起こっていることが多いといわれています。

　教師が授業を終えて教室を出てから、次の

授業の担当教師が教室に来るまでの間が、目

の届かない時間です。この時間を短くするこ

とが、いじめを起こさせないようにするため

に重要になってきます。

　まず授業を終えた教師がすぐ教室を出てし

まわずに、子どもたちの様子を観察している

と分かることがあります。数人で連れ立って

トイレに行くのは誰なのか、隣の教室や保健

室に行くのは誰なのか、また、ある子の机の

周りに誰が集まってくるのか、一人で読書を

したり、すぐに教室を出て行ってしまうのは

誰なのか等、ほんの数分であっても、子ども

たちの交友関係が見えてくるものです。

　授業が終わって教室を出て、職員室等に戻

る途中で、トイレや空き教室、資料室等、死

角になりやすい場所を見ながら移動すること

も有効です。

　そして、次の授業では、授業開始のチャイ

ムが鳴る少し前に教室に行くと、子どもたち

の休み時間に起こったことを察知できるチャ

ンスになるかもしれません。

　いずれにしても、いつも誰かの目があるこ

とを子どもたちに分

かるようにしておく

ことは、いじめ被害

を受けている子ども

たちにとっては安心

につながり、いじめ

る側の子どもたちに

とっては抑止力にな

っていくのです。

③　授業を進めるにあたっての配慮事項

ア　座席決め

　子どもたちの座席は、どのように決めてい

るのでしょうか。座席の決め方、同一座席の

期間等は、担任の学級経営の方針で様々です。

また、授業の目的によって替えたり、学校で

の生活を共にすることを重視して決めたり、

学校行事の内容によって組み直したりしてい

ると思います。

　座席決めは、子どもたちにとっては、学校

生活が楽しくなったり、辛くなったりする重

要なことです。日頃の観察や児童生徒、他教

職員の情報から、トラブルがあったり、力関

係がはっきりしていたりする場合には、配慮

が必要になります。「くじで決めたばかりだ

から、１か月はこのままで我慢するように」

と言われて、トラブルのあった子どもと隣の

席で我慢するうちに不登校傾向になってしま

う例もあります。くじ引きで席を決めること

が悪いということではなく、配慮を必要とす

る子どもが学級の中にいたり、学級が落ち着

かない場合には、単なるくじ引きでの席替え

では、子どもたちの人間関係を悪化させたり、

学級に居づらくなる子どもが出てきたりする

可能性があるということです。
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　学級経営上、学級やホームルームの約束事

を守ることは重要になってきますが、このよ

うな事態が起こった場合には、柔軟に対応し

た方が、問題が大きくならないで済みます。

イ　グループ分け

　授業の活動に欠かせないものがグループ活

動です。そのグループ分けも子どもたちにと

って重要なことです。

　グループに分かれる時に、一人一人がどの

ように移動するかを観察するだけでも学級内

の人間関係が見えてきます。

　よく「仲間はずれが出ないように」と配慮

事項を伝えてグループ分けを実施しますが、

グループに入れず一人残りそうになった子を

誘う時に、「仕方ないから、あなたをグルー

プに入れてあげるわよ」という思いで誘って

いることが伝わると、その後のグループ内の

人間関係がギクシャクして、活動に影響が出

てしまうようです。このような時には、その

グループへの目配りや話し合いへの介入が必

要になってきます。

　こう考えると、グループ分けも結構難しく、

配慮が必要なことです。中には、グループを

どうつくるかの話し合いから必要になってく

る場合もあります。そういう活動を繰り返す

ことが、担任の学級経営やいじめに対する思

いを児童生徒に伝えることにもなり、人権意

識を高めることにもつながっていきます。

　トラブルを抱えている子同士や気が合わな

い子同士の場合は、同じグループで活動する

ことが難しい場合があります。同一のグルー

プでいろいろな活動をするのは、お互い苦痛

なこともあり、また、いじめを発展させる可

能性がないとも限りません。一つの行事であ

っても、活動内容によってグループを替える

のも一つの手立てではないでしょうか。そう

すれば、ずっと一緒ではないことが、頑張れ

たり折り合えたりする条件の一つになるかも

しれません。

　そして、活動中も子どもたちの様子を見回

ったり、話し合いに加わったりして、子ども

たちに目を配っていくと、トラブルを未然に

防ぐことなります。　

④　定期テスト

　子どもたちの変化をとらえる一つの視点と

して、「成績」があげられます。いじめを始

め、何か気になったり悩んだりしている時に

は、勉強に集中できなくなり、成績も下がっ

てくる傾向があります。そこで、普段の授業

態度は勿論のこと、授業中に行うテストや練

習問題の実施状況や提出状況などをチェック

し、気になることが出てきたら、その子をよ

く観察していくことが必要になってきます。

そして、定期テストなど成績がはっきり表れ

てくるものについては、その変化を見逃さず、

特に成績が下がってきている子については、

個別に話を聞いたり、教科担当の教師と情報

交換したりして、注意深く見守る必要があり

ます。

　テストの点数は、子どもたちにとって大変

気になるものです。テスト終了後、答案用紙

を返す時の教師の言葉かけが、いじめのきっ

かけにならないよう配慮が必要なことは言う

までもありません。点数のみにこだわるので

はなく、これまでの努力を認め励まし、意欲

がもてるような言葉かけをしたいものです。

（3）日常の生活において　　

　教室の生活環境を整えることは、子どもたち

が落ち着いて生活する上で大切なことであると

いわれています。

　子ども自身へのいじめではなくても、その子

の持ち物や掲示物、作品が破られたり壊された

りすることがあります。

　できあがって教室に飾られている美術（図画

工作）の作品が壊されていたり、掲示物に落書

きがあったり、中には、特定の子の写真の顔が

傷つけられていたりすることがあります。この

ようなことは、本人は気づいても、なかなか言

い出しにくいので、そのまま放置されてしまい

がちですが、教師が気づかないままだと、いじ

めの状況が進行していってしまいます。

　子どもたちに目を向けるだけでなく、さらに
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生活環境にも目を向け、教室はもちろんのこと

トイレや廊下などの破損はすぐ直し、きれいに

しておくことや、普段から展示物や掲示物にも

気を配り、破損や落書きを見つけたら、その都

度教室の話題にしたり、直したりすることがい

じめの予防につながります。

　また最近は、携帯電話やインターネットの普

及により、これらの機器を使って、相手に中傷

メールを送ったり、撮った写真を複数の友人に

ばらまいたりするいじめも増加しています。

　こうしたいじめは、教師や親など大人の目が

届きにくく、不特定多数の人に知られてしまう

というやりきれなさも加わって、本人が受ける

ダメージが大きいのです。当センターの調査

（情報教育に関するアンケート　2005）におい

ても、「友達や知人からのメールを読んでいや

な気持ちになったり、失礼だと感じたことがあ

るか」という質問に、中学２年生の約35％、高

校２年生の約38％が「よくある」「時々ある」

と答えています。

　学校では、情報機器の使い方やモラル等の指

導が行われるようになってきましたが、さらに

家庭とも連携した指導の充実が望まれます。イ

ンターネット上でトラブルに巻き込まれないよ

うにするための知識や情報を適切に処理する力

を身につける指導と共に、インターネット上で

もいじめがあることを理解し、ルールやマナー

を守った利用ができる態度を育成することも重

要になっています。

コラム３　被害者側から見た学校の対応

　いじめを訴えた時、学校が適切な対応をして

くれないと、被害者本人や保護者は大きな不安

を感じることになります。本人や保護者からは

さまざまな訴えがありますが、ここでは、いく

つかの例をもとにどのように対応したらよいの

かを考えてみたいと思います。

（1）被害者側を責める

　「お前にも原因があるんじゃないか」等、

逆に責められて、誰に助けを求めたらいいの

か、分からなくなってしまったり、自分の非

を責めて相談することをあきらめてしまった

りする場合があります。

○まずは訴えを十分にきく。

○思いを受け止め、支えていくから安心する

よう伝える。

○学校全体でこの問題に取り組み、あなたを

守っていく、ということを示す。

（2）何の対応もしてくれない

　やっとの思いで打ち明けたのに、「がんば

れ」と励まされるだけ、「様子を見ましょう」

と言われてそのままでは何の解決にもなりま

せん。

○事実をしっかり把握し、保護者に伝える。

○具体的な対応策を示す。

○その後の経過を観察し、随時、保護者にも

報告する。

（3）対応がよくない

　加害者側に謝罪するよう強く指導したこと

で、その後、かえっていじめがひどくなった

り、居づらくなったりすることがあります。

○加害者側にも粘り強くかかわり、形式的で

はなく、心から謝罪しようと思えるまでか

かわり続ける。

○環境調整をする際には、被害者側の意向も

大事にし、性急な変化により、かえって仕

返しを招くことのないよう十分に配慮する。

　被害者本人やその保護者がいじめについて打

ち明けてくれた時には、「他の誰でもない、自

分を選んで話してくれたのだ」という認識のも

と、誠意をもって対応することが大切です。
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〔３〕いじめへの対応の実際

　いじめを起こさないために、子どものサインを

見逃さず、早期に対応していくことの大切さを述

べてきました。

　ここでは、いじめの予兆を感じた時やいじめが

起きてしまった時にどのように対応していけばよ

いのか、小・中・高等学校のそれぞれの事例を通

して考えていきたいと思います。

１　小学校の事例

状態像

　４年生のＡ子は成績も良く、まじめできちん

としており、学級のリーダーである。学級の友

達からも一目置かれていたが、一方で、けむた

くもあり、しだいに仲間から浮いた存在になっ

ていった。

問題の経過

　Ａ子は、授業の始まる前等担任が教室にいな

い時に、おしゃべりをしていたり、席を立って

出歩いたりしている子どもたちを注意し、その

子たちの名前を担任に報告していた。３年生ま

では、担任からもしっかり者として高く評価さ

れ、「ミニ先生」的な役割を担っていた。Ａ子

自身も学級内の自分の立場を意識して、認めら

れていることに満足し、担任の期待に応えよう

と頑張っていた。

　しかし、４年生になる頃には、学級内にＡ子

に対して「いばっている」「すぐ先生に言いつ

ける」等の不満をもつ子も出てきた。今までＡ

子が注意すると素直に従っていた子どもたちの

中に、ぶつぶつ文句を言ってから席に着いたり、

数人でＡ子の悪口を言ったりする姿が見られる

ようになってきた。学級の子どもたちは、しっ

かりしたＡ子に一目置きながらも、一方でけむ

たい存在として感じるようになった。

　４年生から担任になったＴ先生は、Ａ子の力

を評価しながらも、このままで行くと友人関係

でＡ子が浮いてしまい、高学年になると立場が

逆転していじめられたり、孤立したりしてしま

う心配があるのではないかと感じた。

　４年生の新学期の家庭訪問で、Ｔ先生は、Ａ

子の母親から、この頃Ａ子の様子がおかしく、

元気がなかったり、「私には友達がいない」と

泣くこともあったりして心配しているという話

を聞いた。

Ａ子への対応

（1）学校での対応

①　本人へのかかわり

　４年生になって友達としっくりいかないこ

とを感じ始めたＡ子であったが、先生から認

められているのだからと、「○○さん、静か

にしてください」等の注意は続けていた。し

かし、何となくしらけた雰囲気になってしま

うのをＡ子自身も、居合わせたＴ先生も感じ

取るようになった。

　このままでは、Ａ子がますます浮いてしま

うと思ったＴ先生は、「先生がいない時に注

意してくれてありがとう」とねぎらいながら、

Ａ子と話をすることにした。最近の学校での

様子を聞き、友だちのことや勉強のことを話

題にしていった。そこでは、弱音を吐かずに

頑張っているＡ子の姿が感じられたが、Ａ子

が友達を注意した時のことや休み時間のこと

になると、だんだんと目に涙を浮かべてきた。

３年生の時は、注意するとすぐに席に着いて

くれたのに、今では何となくしっくりいかな

い感じがしたり、休み時間に友だちを遊びに

誘っても、他の友達と目を合わせてから返事

が返ってくるなど、Ａ子自身も変化を感じて

いるところだった。

　そこで、Ｔ先生は、先生のいないところで

命令口調で注意するＡ子の口調を「～しまし

ょう」と優しい言い方に変えてみてはどうか

と提案した。

　また、Ａ子の立場が学級内で微妙に変化し

てくるので、自分の意見を理由をつけて分か

りやすく発表できるＡ子をみんなの前で認め

たり、友達に対して気遣いのある言い方にな

ってきたＡ子の変化を逃さずほめたりしてき

た。
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②　学級集団へのかかわり

　Ａ子に対してのイメージが、「しっかり者

の頼れる人」から、「すぐ先生に言いつける

うざったい人」に変化しつつあることを感じ

たＴ先生は、学級内の友人関係に特に目を配

るようにした。そして、先生の代わりにＡ子

に役割を任せることはしないようにしたり、

休み時間には、Ａ子と他の子どもたちをつな

ぐために一緒に遊んだりするよう心がけた。

　学級の子どもたちには、お互いによさを認

め合えるような活動を行った。また、Ａ子だ

けでなく他の子どもたちも、相手を傷つける

言い方をしたり、うまく自分の気持ちを表現

することが苦手だったりするため、帰りの会

や学級活動や道徳の時間を使って、学級の問

題について話し合ったり、優しい言い方を考

えたり練習したりするようにした。

（2）家庭でのかかわり

　家庭訪問でＡ子の様子を母親から聞いたＴ先

生は、自分も心配していることがあることを話

し、後日、時間をとって相談することにした。

　その中で、Ａ子が悪いわけではないが、「ミ

ニ先生」の役割をとり続けていくと、周りの子

の成長に併せて友人関係に変化が起こり、Ａ子

が浮いてしまう可能性があること、だから、学

級の中に暗黙に定着しているＡ子の役割を変え

ようとしていること、それによって一時的にＡ

子が落ち込むかもしれないこと等を話していっ

た。しかし、落ち込むであろうＡ子を担任がし

っかり守ることも伝えた。

　母親は、担任の話をＡ子の弟に対する態度か

ら納得できると話してくれ、家でも、命令口調

でなく話をするよう気をつけること、Ａ子が落

ち込んで帰ってきたら、しっかり話を聞き、温

かく見守ることを約束してくれた。そして、何

か少しでも気になることがあったら、お互いに

情報交換をすることにした。

理解とかかわりのポイント

・子どもの発達段階に合わせて、友人関係を

　観察し、その変化に気づく

　小学校低学年のうちは、子どもの成長の差が

はっきり分かるので、自他共に「しっかりした

子」がリーダーシップを取ることが多くなりま

す。しかし、そのような関係がずっと続くわけ

ではありません。リーダーシップを取っている

子は、認められ満足かもしれませんが、高学年

になるにつれ、面白くないと感じる子が出てく

るのは当然です。その過渡期である中学年、特

に４年生から５年生になる時期は、注意深く子

どもたちの交友関係を観察し、その変化をいち

早く察知することが大切です。

　その変化に気づかず、「あの子はしっかりし

ているから」と役割を任せ続けると、教師がい

じめのきっかけをつくることになってしまいか

ねません。教師自身、自分の言動にも気を配り

ながら子どもたちと接していくことが、いじめ

の予防にもつながっていくのです。

・本人の自尊心に配慮する

　その子の学級での立場が変わることは、その

子にとっては辛いことで、その上、友人関係が

うまくいかなくなるわけですから、なおさら厳

しい状況におかれるのです。本人の自尊心を考

え、教師からも学級の友達からも認められるよ

うな配慮をより充実させることが必要です。

・家庭と連携し、学校と双方で支える

　学校で変化が起こっている時は、家庭でも何

らかの変化が起こっている可能性があります。

気になることがあったら、子どものサインかも

しれません。早めに連絡を取り合って、情報交

換することが大切になってきます。双方で子ど

もをしっかり守り、支えることができたら、子

どもにとって何より心強いでしょう。

　このような「いざという時」の連携がとれる

ように、日頃からの信頼関係の構築が必要です。
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２　中学校の事例

状態像

　２年生のＢ子は、新チームになり、バスケッ

トボール部の部長となったが、級友から、すれ

違いざまに「いい気になって」とか「ムカつく」

とか言われたり、バスケットシューズが隠され

たりするようになっていった。

問題の経過

　Ｂ子は、明るく元気で、何事にも一生懸命に

取り組む生徒である。小学校４年生の時にミニ

バスケットボールを始め、リードマンとして活

躍していた。体は小さいが、動きが速く、的確

な判断力でチームを引っ張っていった。中学校

に入学してもバスケットボール部に入り、１年

生の新人戦の時から試合に出場していた。その

ため、先輩から一目置かれていた。またＢ子の

積極的で前向きな姿勢は、教師からもよい評価

を得ていた。しかし一方で、それをねたむ生徒

もいて、時々Ｂ子のいないところでＢ子の悪口

を言ったりしていた。新チームになり、先輩か

らの信望が厚いこともあって部長に選ばれた。

しかし、新チームが思うようにまとまらず、本

人も自分の力のなさに悩むようになった。特に

顧問がいない時には、２年生が全く指示に従お

うとしなかった。また、２学期が始まると、友

人にすれ違いざまに「いい気になって」「ムカ

つく」と言われたり、バスケットシューズを隠

されたりすることが多くなった。次第に、Ｂ子

には笑顔がなくなり、ふさぎ込むことが多くな

った。また、11月頃から体調を崩しているとい

う理由で部活動を休むようになった。

　Ｂ子の担任は、バスケットシューズがなくな

ったというＢ子の申し入れを聞き、何度か一緒

にシューズを探すことがあった。また、以前の

ような明るさがなくなった様子を見て、クラス

あるいは部活動で何か気になることがあるので

はないか、と気にかけていた。そこで顧問にＢ

子の最近の様子について聞いてみると、練習中

は一生懸命で今まで通りであるが、最近体調を

崩し、部活動を休みがちになったため、家庭に

は連絡を取ったという。今までどんなことがあ

っても部活を休んだことがなかっただけに母親

も心配していた。そこでＢ子に、休む理由を聞

いてみたが、「何でもない」と言うだけだった。

Ｂ子への対応

（1）学校での対応

①　本人へのかかわり

　担任は、今までとは違って元気のないＢ子

に何度か声をかけた。最初話したがらない様

子だったが、最近元気がないのでとても心配

していることを伝え、それが、バスケットシ

ューズがなくなることと関係しているのでは

ないかと尋ねると、本人は涙を流しながら少

しずつ話し始めた。新チームになって、部長

にはなったものの、部がまとまらなくてずっ

と悩んでいたという。特に顧問の先生がいな

い時は、みんな勝手なことをしていること、

注意しても無視していること、そして顧問に

は部長なんだからもっとしっかりやれと言わ

れることなど、どうすることもできず、また

相談する人もいなく辛くてしかたがなかった

という。また、廊下でも、通りすがりにいや

みを言われたり、無視されたりすることも頻

繁になっていったという。

　そこで、Ｂ子のクラスの友人に話を聞くな

どして情報を収集すると同時に部活動の顧問

とも連絡を取り、情報交換をするようにした。

また学年会でも、バスケットシューズが何度

か隠されていること、今までとＢ子の様子が

違うことなどを話し、気になることがあった

時には情報を入れてほしいこと、また本人に

なるべく声をかけ励ましてほしいことを伝え

た。一方、部活動顧問は、部活動中のＢ子の

様子だけでなくＢ子と部員の関係についても

注意して見るようにするとともに、Ｂ子だけ

でなく他の部員にも声をかけるなどしてかか

わるようにした。また、Ｂ子の家庭に連絡を

取り、本人の様子を聞くことにした。

②　集団へのかかわり

　学級では、短学活や学活で「物を隠す」と

いう行為、また「陰口を言う」という行為に

対してどう思うかということで話し合いをも
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理解とかかわりのポイント

・部活動顧問として配慮すること　

　部活動顧問の経営方針が、生徒の部活に対す

る意識、姿勢に大きく影響します。部活動の中

での人間関係は複雑なものです。生徒同士が競

い合いながらも、お互いが向上し磨き合える集

団を作っていくことが大切です。そのために、

顧問は日頃から部員一人一人の様子はもちろん

のこと、人間関係にも目を向けることが必要で

す。また、部長を盛り立て、支えていくことも

大切です。生徒への過大な期待が、本人にとっ

て負担とならないよう十分に配慮しなくてはな

りません。いじめを予防するために、顧問は、

良き指導者であり、助言者となって、部員一人

一人に働きかけていくこと、そして必要に応じ

てミーティングを開き、話し合いをもつことも

大切です。そして、部の中で問題が起こった時

は、早めに当事者や関係者から事情を聞き、事

実を確認し対応することです。

・学年を活用した校内体制の在り方

　部活動でのいじめは、顧問がいない時や学校

生活の中で起きているため、発見しにくいもの

です。いじめの予兆がある時は部活動顧問と担

任とが連携し、情報を交換し、必要な時は学年

でチームを組んでいじめに対応することが必要

です。また休み時間の様子、授業の様子なども

見てもらい気づいたことがある時は、直ちに介

入してもらうような体制を整えておくことです。

・保護者との連携

　最初の部活動保護者会で、年間計画、欠席の

連絡方法、連絡網などと併せ経営方針について

説明し、保護者への理解を求めます。また、子

どもの変化に気づいたら、学校も家庭もすぐに

連絡を取り合える関係にしておくと共に、いじ

めが起きた時は、連携を密にし被害者の立場に

立って支援していくことが大切です。

　また、加害者に対しても一方的に叱責するの

ではなく、その背景や心情を理解してかかわる

ことが大切です。

つことにした。そして隠す人、隠された人の

気持ちを話し合うことで、その行為が相手を

不安な気持ちにさせることであって、絶対行

ってはいけないことであること考えさせた。

また道徳の授業で思いやりの題材を取り上げ

「いじめ」について考えさせた。そこでいじ

めは絶対許されないことであることをはっき

りと理解させた。

　部活動では、まず顧問が２年生だけを個別

に呼び、部活動の様子、本人とのかかわりに

ついて詳しく事情を聞いたり、１年生にも日

頃の部活動の様子などを聞いたりして、実態

をできるだけ正確に把握した。次に２年生全

員を集め、集団でのいじめや顧問が見ていな

いところでのいじめなどは絶対許されるもの

ではないことを指導した。また部全体で部活

動への取組についてミーティングを開いた。

一人一人の目標を明確にさせると共に、みん

なが目指すものを再確認し、今後の活動につ

いて話し合わせた結果、一人一人の技術を高

めるだけでなく、チームが一つにまとまって

いくことが目標達成につながることを確認し

た。またいじめがあったら、必ず自分が相談

できる人に話し、一人では悩まないようにと

話した。

（2）家庭でのかかわり

　Ｂ子が早く家に帰ってきた時には、「どうし

たの、何かあったの」と母親は声をかけていた。

しかし「別に」などと言って、はぐらかされて

いたため、気にはなっていたがあえて聞かなか

った。また新人戦の後ということもあって、少

し疲れたのかもしれないとも感じていた。しか

し、気分が悪いという理由で部活動を休むこと

が多くなったことで心配しているところに、担

任からＢ子の最近の学校での様子や本人が部活

動のことで悩んでいたことを電話で聞いた。そ

こで母親は学校に行って本人へのかかわりにつ

いて相談した。そして、本人の今までのがんば

りをねぎらい、辛いことがあったら我慢しない

で相談するように話した。
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３　高等学校の事例

状態像

　１年生のＣ男は休み時間に同じ学年の男子数

名から嫌がらせを受けた結果、不登校に陥り、

進路変更まで考え始めた。

問題の経過

　Ｃ男はおとなしい性格で、人から頼まれたこ

とに対して嫌と言えないところがある。クラス

になかなかなじめず、取り立てて仲の良い友人

もいなかった。夏休み明け頃から、休み時間、

教師が教室からいなくなると、男子数名が集ま

ってきて、本人の嫌がることを言って笑ったり、

宿題のプリントを取り上げて名前を書き換えて

提出してしまったりすることが始まった。また、

昼休みには「お金は後で払うから貸しといて」

と言われ、その数名分のジュースを毎日買いに

行かされるようになった。ジュース代は一度も

返してもらったことがなく、かなりの金額を負

担させられていた。本人はやめてほしいと何度

も言おうとしたが、そのメンバーは学年でも力

をもっていて、怖くて断れなかったので、どう

していいか分からず、精神的にかなりまいって

しまった。

　次第に授業中、腹痛や頭痛を訴えて保健室に

行くことが増え、また、朝になると起きられず

に欠席するようになった。欠課時数も増え、学

校をやめたい、とこぼすようになった。保護者

も担任も理由が分からず困惑していたが、担任

がクラスの生徒から情報を集めたところ、Ｃ男

が嫌がらせをされ続けていたということを数名

の生徒が知らせてくれた。そこで直ちに本人に

確認してみることとなった。

Ｃ男への対応

（1）学校での対応

①　本人および関係者へのかかわり

　はじめは仕返しを恐れて、事実を隠してい

たＣ男であったが、担任の「絶対におまえの

ことを守るから」という熱意ある言葉に促さ

れ、ようやく真実を語り始めた。

　担任はまず、本人の思いを十分に受け止め

ながら、何が起こっていたのかを正確に把握す

るようにした。Ｃ男は自分がしゃべったこと

が分かると、仕返しとして、もっとひどい目

に遭うので、何もしてくれなくていいと切実

に訴えた。

　そこで担任は、「辛かったろうな。気づい

てやれなくて悪かったな」と自分の思いをＣ

男に伝えた。そして、本人に無断で学校は勝

手に動かないということ、何があっても学校

全体で取り組んでいくから安心してほしいと

いうことを伝えた。

　校内ではいじめ対策委員会が組織されてい

たので、さっそく今後の対応を検討すること

にした。

　まず、いじめの現場を教師の目で捉えるこ

とから始めることにした。嫌がらせは教師の

目の届かない場所、時間で起きていることか

ら、昼休みに複数で巡回すること、授業後と

授業前に３分ずつ教科担当者が教室にいるよ

うにすることを確認した。そして、まず学年

と生徒指導部が中心で行うが、翌日の朝の打

ち合わせで全職員に報告し、協力を仰ぐこと

にした。

　数日後、巡回中の職員がＣ男の周りに集ま

っていくグループを発見し、直ちに介入した。

複数のクラスにわたっていたため、それぞれ

の担任や副担任が同時に個別に生徒を呼んで、

事情を聴いた。その際、周囲の生徒から情報

を収集しておき、ごまかしをさせないよう、毅

然とした態度で事実確認に努めるようにした。

　加害者たちには、時間をかけて指導し、自

分たちのしたことが、Ｃ男をどれだけ追いつ

めていたかを理解させるようにした。Ｃ男へ

の謝罪は急がせず、自発的に謝りたい気持ち

が芽生えるのを待って、複数の教職員が同席

のもと、Ｃ男と会わせるようにした。また、

彼ら自身もそれぞれが満たされないものを抱

えており、援助が必要であるという認識をも

つように努め、教職員が役割分担をして、一

人一人と十分かかわるようにした。

　Ｃ男に対しては、当初別室登校を認めてい

たが、話し合いの後は本人から教室へ戻る意

思が出てきた。担任はもとより、これまで以

上に授業担当者や該当クラスの担任たちが慎
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理解とかかわりのポイント

・別室登校等の配慮

　いじめの被害者にとって教室が安心して過ご

せる空間となるまで、一時的に別室登校を認め

る、または避難所的に保健室を有効活用させる

等の配慮が必要です。担任や各教科担当者が空

き時間を利用し、言葉かけや補習を行い、学習

面でも被害のリスクを最小限に押さえることが

その後の教室復帰につながります。

　また、状況が改善するまで、加害者を別室で

指導し、教室の被害者と物理的に引き離すこと

も考えられます。

・生徒とかかわる機会を増やす

　高校では、自分のクラスの生徒と一度も会わ

ない日があるという状況も起こり得ます。休み

時間や清掃時などに積極的に生徒の中に入り、

話題を共有することや、廊下ですれ違った時に

かける何気ない一言も生徒との信頼関係を深め

る貴重な機会です。担任と生徒とが何でも話せ

る関係は、いじめの被害を話しやすくしたり、

傍観者を減らしたりすることにつながります。

・いじめは見えないところで起こる

　いじめは、休み時間や放課後の教室など教師

の目が届かないところで起こります。教室等に

教師の姿があって、生徒の実態を見る目が増え

れば、確実にいじめは起こりにくくなります。

こういった点からも、生徒と共に過ごす時間を

意図的に増やす努力が求められています。

・新学期の段階でいじめについても言及する

　高校ではＬＨＲにおいて、いじめについての

まとまった時間を確保することが難しい場合が

あります。新年度の最初のＨＲではクラス経営

方針や学校生活を送る上でのポイント、学習や

進路の話と併せて、必ずいじめについても取り

上げておくことが必要です。教師が、いじめは

絶対に許さないという強い意思と、いじめにど

う取り組むのかという姿勢を明確に示すことは

いじめの大きな抑止力の一つになります。

重に見守りながら、教室復帰ができるよう準

備を進めていった。

　その後、いじめは解消した様子であったが、

巡回指導は継続して実施し、またＣ男にも折

に触れ声をかけて状況を確認するようにした。

②　集団へのかかわり

　今回、Ｃ男が嫌がらせをされているのを知

りながら、クラスでは大半の生徒が見て見ぬ

ふりをしていた。そうした傍観者の存在もい

じめを助長させていることをクラス全体に指

導し、いじめは加害者と被害者の問題ではな

く、各個人の心の問題であるという当事者意

識をしっかりと身につけさせるようにした。

　また、担任に状況を知らせてくれた生徒た

ちには「とても助かった」とお礼を言うとと

もに、なかなか言い出しにくかったであろう

事実を話してくれたことに対してその勇気を

認めるようにした。　　

　さらに、緊急の学年集会を開き、人権意識、

規範意識を高める内容の講話をした後、ビデ

オを用いて、いじめについて考えさせる機会

をつくるようにした。また、その後全クラス

で学校生活全般に関するアンケートを実施し、

併せて個人面談を行った。その中で、他に嫌

な思いをさせられている生徒はいないか、把

握すると共に、該当者がいる場合には早急に

対応するようにした。

（2）家庭へのかかわり

　Ｃ男の保護者にはいじめが発覚したその日の

うちに事実を伝え、今後の対応について、具体

的に示すようにした。まず、加害者の生徒たち

へ毅然とした指導をすること、その際に本人か

ら聞いたことが分からないように配慮すること、

また、加害者の保護者にも事実を伝え協力を求

めることなどを約束した。また、加害者の保護

者には学校に来てもらい、責めるのではなく、

状況を説明した上で、これからいじめの解消の

ために協力してもらいたいということを話した。

　いじめが解消した後もＣ男の保護者には定期

的に学校での様子を報告し、心配なことがあれ

ば、すぐに連絡をしてほしい旨を伝えるように

した。
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　コラム４　日本のいじめと世界のいじめ

　森田（1999）によれば、いじめは「加害者・被害者・観衆・傍観者」という４層構造からなってい

るとされています。観衆とは「自分で直接手を下さないが、まわりで面白がったり、はやし立てたり

する」存在、傍観者とは「いじめを見て見ぬふりをする」存在です。

　図２と図３は、日本とイギリス、オランダのいじめの場の力学の学年別推移を表したものです。イ

ギリスとオランダが学年が上がるにつれて傍観者の割合が途中で減少し、仲裁者になる割合が増えて

いくのとは対照的に、日本では傍観者の割合が増加の一途をたどり、仲裁者の割合は減少し続けます。

ここに、日本のいじめの集団構造の大きな特色があり、また、いじめ問題解決のヒントがあると考え

られます。いじめる者に対するかかわりと、いじめられる者に対するかかわりはもちろん大切なこと

ですが、さらに傍観者や観衆を減らし、仲裁者を育てることを通して、いじめ問題に取り組んでいく

ことが大切だといえるのではないでしょうか。
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第２集　　無気力な児童生徒の理解と指導　　　　　　　　　　（平成元年度）
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第４集　　登校拒否児童生徒の理解と指導（２）　　　　　　　（平成３年度）

第５集　　いじめへの対応　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成４年度）

第６集　　事例研究のすすめ方―児童生徒理解のために―　　　（平成５年度）

第７集　　不登校児童生徒の理解と指導　　　　　　　　　　　（平成６年度）

第８集　　いじめへの対応（２）　　　　　　　　　　　　　　（平成７年度）

第９集　　学校教育相談の進め方―実践編（１）―　　　　　　（平成８年度）

第10集　　学校教育相談の進め方―実践編（２）―　　　　　　（平成９年度）
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・「望ましい学級経営の在り方」（中間まとめ）　　　　　　　（平成11年度）
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・「不登校児童生徒の援助・指導の在り方」（中間まとめ）　　（平成13年度）
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― 24 ―

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901

作 成 者

教育相談部

部長補佐 　伊　澤　成　男

副 主 幹 　赤　上　純　子

指導主事 　潮　田　裕　子

指導主事 　梅　澤　圭　子

指導主事 　松　本　美智代

あ と が き

平成19年３月発行
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　本冊子は、大きな社会問題となっているいじめについて、主に予防的側面から学校

でできることをまとめたものです。また、いじめの事実を知ったらどう対処すべきか

についても、事例を交えて対応の実際を載せてあります。いじめという喫緊の課題に

対応するためには、日常、教師が展開している学校教育の流れの中に、いじめ予防と

いう視点を意識して取り入れ、工夫することが、最も有効な手だてであると考えます。

　限られた紙面の中ではありますが、できるだけ分かりやすい内容になることを基本

方針に編集を進めました。今後、いじめにより、児童生徒に悲しい思いをさせないた

めにも、そして、児童生徒一人一人が生き生きとした学校生活を送れるようにするた

めにも、日々のかかわりの中で援助する際の参考としていただければたいへん幸いに

存じます。

　当総合教育センターでは、不登校やいじめ、リストカット等の様々な児童生徒の問

題についての教育相談を実施しています。また、学校からの児童生徒に関する相談に

も応じていますので、問題を抱えている子どもたちへの対応の仕方が分からない等の

ことがありましたら、是非とも教育相談部まで御相談ください。
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